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2014年9月18日 

一般社団法人 電子情報技術産業協会 

法務・知的財産権委員会 

著作権専門委員会 

クラウドロッカー／メディア変換サービス
の海外主要国における位置づけ 

（参考） 2014/9/18「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」提出資料 



海外主要国での位置づけ 

国 クラウドロッカーサービス(ｐ３) メディア変換サービス(ｐ４) 

米国 消費者のFair use (107) として、事業者は
侵害責任を負わないと考えうる 

事業者の行為がFair Use(107)にあたる 
としてサービス提供している実態あり 

カナダ 法29.22条によりネットワーク上のデジタル記憶を含め適法取得した 
著作物の私的複製を許容。サービス事業者は31.1条の条件下で免責。 

イギリス 個人のインターネット上のストレージ利用
を明文で許容（2014年改正法28B） 

権利者の許諾があった方が 
事業者のリスクが少なくなる 

ドイツ 完全自動化なら適法(ShiftTV事件等) 
(サービス事業者に補償金支払義務なし) 

53条の各要件を満たせば適法 
(サービス事業者に補償金支払義務なし) 

シンガポール 消費者の適法行為 として、事業者は侵害
責任を負わないと考えうる(RecordTV事件) 

事業者の行為として、 
Fair dealing(35)に当たりうる 

韓国 消費者の私的複製(30)又はFair use(35条の3)として 事業者は侵害責任を負わない 

■ 調査方法 

■ 調査結果 

事業者の行為について、具体サービス事例を参考に、同種のサービスにおける、
各国の適用法令、 関連裁判例、Webサイト上での同サービス提供者の認識等

を確認し、必要に応じて弁護士見解を取得。なお、本調査結果は特定のサービ
スに対するJEITA並びに同会員企業の法的見解を表明するものではありません。 
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クラウドロッカーサービスの例 
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（米国） audiobox （カナダ）Go Daddy （イギリス）copymyPC 

（ドイツ） HiDrive （シンガポール） RecordTV （韓国） LG Cloud 

「ユーザーの行為はフェアユースと
判断される可能性が高い」 

Cablevision判決 「volitional conduct」 

法29.22条によりネットワーク上

のデジタル記憶を含め適法取得
した著作物の私的複製を許容。
サービス事業者は31.1条の条件
下で免責。 

2014年改正法28Bにて、個人の

インターネット上のストレージ利
用を明文で許容している。 

プロセスが完全に自動化されていれ
ば私的複製(53)に該当する。 
音楽専用の場合も同様。 

サービス事業者に補償金の支払義
務なし。 

RecordTV判決「 TV番組の複製

主体はユーザー」「個別の送信
が集まっても公衆送信には転化
しない」 

消費者の私的複製(30)又はFair 
use(35条の3)として 事業者は侵害責
任を負わない 

Aereo判決「所有者・占有者向けなら
公衆送信にあたらない」 



メディア変換サービスの例 
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（米国） DVD Your Memories （カナダ）DigiteckMedia （イギリス） DigitiseMyBooks 

（ドイツ） ERIDAN （シンガポール） AV Show Room （韓国） ONDVD 

「元の購入したメディアを転売したり
しなければフェアユース」（同社ホー
ムページ上の記載） 

事業者は、権利者から正当な許
諾を得ている旨の顧客の主張に
依存せざるを得ない。それが不
確かな場合については法廷で争
われる余地を残す。 

ユーザが所有する書籍であるこ
と、スキャン後は廃棄することな
どの条件の下、適法になりうる。 

サービス事業者に補償金の支払
義務なし。 

適法入手したコンテンツで、変換
後のフォーマットで流通していな
いような場合には、フェアディーリ
ング(35)に該当しうる。 

消費者の私的複製(30)又はFair 
use(35条の3)として 事業者は侵害責
任を負わない 

法29.22条によりネットワーク上

のデジタル記憶を含め適法取得
した著作物の私的複製を許容。
サービス事業者は31.1条の条件
下で免責。 



（参考） その他のサービスについて 
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【サービス事業者本人の同サービスの適法性に関するコメント】 

• アーカイブ・スナップショット 
– イギリスにおける、ウェブアーカイブサービス 
「The British Library is entitled to archive websites under Legal Deposit Legislation. The 
British Library seeks additional permissions to make these archived websites more 
widely available through (サービス名).」 

• 論文作成・検証支援サービス 
– 米国における盗作検出サービス（その１） 
「Copyright law‘ Does not apply to use of (サービス名) service」 

– 米国における盗作検出サービス（その２） 
「We are obliged by law and our Privacy Policy not to use any materials submitted by 
our clients. Also, only clients can view their plagiarism reports.」 

– ドイツにおける盗作検出サービス 
「Anything we do is 100% compatible with copyright laws. Where do you think are the 
problems with copyright for a service like our‘s?」 

• アクセシビリティ 
– ベルギーにおける「テキスト→音声変換」サービス 
「We do not provide any content. The material converted with (サービス名) is provided 
by our users, so this seems not to be relevant for us.」 

– 香港における「テキスト→音声変換」サービス 
「We don’t see product/service similar to (サービス名) in Hong Kong/China market 
since we first launched it in 2004 and note no copy right holder filing complaint. 」 


